
 

11 

第 4 章 基本⽅針と施策の体系 
1 緑の基本⽅針 

「緑の基本⽅針」は、「環境」「安全」「活⼒」「⽣活」「活⽤」の５つの視点に基づき、以下のように構成
します。本計画では、緑を中⼼とする⾃然環境を『グリーンインフラ』として捉え、その⽬標・効果とし
て、環境・安全を｢まもる緑｣、 活⼒を｢つくる緑｣、 質を｢たかめる緑｣、 市⺠を｢つなぐ緑｣（緑の活⽤）
を基本⽅針とし、持続可能な“緑”のまちづくりを進めていきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

つくる緑 

第３次刈⾕市緑の基本計画 緑の基本⽅針 

たかめる緑 まもる緑 

◆ 都市の活⼒をつくる緑 
持続可能な質の⾼い魅⼒

と活気のある都市を形成す
るために、地域の歴史や⽂
化資源をいかし、⺠間との
連携を図るなど、都市の活
⼒を“つくる緑”のまちづく
りを推進します。 

◆ ⽣活の質をたかめる緑 
⾃然とのふれあい、健康

増進、⽇々のストレスの軽
減、⼦どもの健全な成⻑を
促す役割など、市⺠の健康
で豊かな暮らしを⽀え、市
⺠の⽣活の質を“たかめる
緑”のまちづくりを推進し
ます。 

◆ 環境をまもる緑 

◆ 市⺠の安全をまもる緑 
緑の持つ“環境保全機能”

を再認識し、緑被地の維
持・保全、市⺠の環境意識
の向上を図り、⾃然災害リ
スクに対応する緑の“防災
機能”を強化することで、環
境⾯と安全⾯から、いのち
を“まもる緑”のまちづくり
を推進します。 

◆ 市⺠をつなぐ緑（緑の活⽤） 
新たな時代に向けた緑のまちづくりを進めるためには、

緑が持つ多様な機能を発揮させる必要があり、様々な主体
による緑を活⽤する取組みにより、市⺠を“つなぐ緑”のま
ちづくりを推進します。 

つなぐ緑 
活⽤ 

図 4-1 緑の基本⽅針図 
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２ 施策の体系 
「計画の理念」を実現していくため、４つの基本⽅針に基づいた 15 の施策の⽅向性と、32 の具体的

な施策から構成される体系図を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画の理念 施策の⽅向性 具体的な施策 
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1 ⼩堤⻄池のカキツバタ群落の保全 
2 ⽔辺環境と⽣物多様性保全への対応 
3 本市を特徴づける緑の保全 
4 農地の保全と活⽤ 
5 環境問題に関する市⺠の意識啓発 
6 防災・減災機能の強化 
7 都市公園の安全性の確保 
8 植栽の適正管理による安全・安⼼の向上 

 

9 にぎわいをつくる緑の拠点づくり 
10 歴史⽂化をいかした緑の拠点づくり 
11 ⺠間との連携による公園の魅⼒の創出 
12 中⼼市街地の彩りある緑のまちづくり 
13 緑化重点地区の緑のまちづくり 
14 地域の顔となる公園づくり 
 
15 ⾝近な公園緑地の整備拡充 
16 新たな⽣活様式に対応した公園の機能拡充 
17 開発⾏為による緑の確保 
18 ⾝近な公園緑地の施設更新 
19 都市緑地などの整備 
20 ユニバーサルデザインに配慮した公園整備 
21 市⺠の健康増進に資する環境づくり 
22 福祉・⼦育て⽀援の環境づくり 
23 公共施設の緑化推進 
24 ⺠有地緑化の推進 

25 都市緑化関係団体の育成・活⽤ 
26 市⺠や⺠間企業の緑化活動の⽀援 
27 市⺠協働による緑化推進 
28 指定管理者制度※の運営⽀援 
29 多⾯的な公園利⽤や公園の再編 
30 新たなマネジメント⼿法による緑化推進 
31 緑の情報発信 
32 緑化イベントの開催 

■環境をまもる緑 
▪⽣物多様性の確保に向けた 

⽔と緑のネットワークの形成 
▪緑被地の保全 
▪緑の環境学習の推進 
■市⺠の安全をまもる緑 
▪防災・減災に資する緑の創出 
▪都市公園の安全性確保 

 
■都市の活⼒をつくる緑 
▪地域の特性をいかす 

緑の拠点づくり 
▪⺠間との連携による公園の魅⼒の創出 
▪各地域の顔となる緑のまちづくり 
 
 
■⽣活の質をたかめる緑 
▪⾝近な緑の確保 
▪緑地・緑道の整備 
▪多様なニーズへの対応 
▪美しい都市景観の形成 
 
 
 
 
 

■市⺠をつなぐ緑（緑の活⽤） 
▪多様な主体の参画による 

緑のまちづくり 
▪将来都市構造と連動した 

緑のまちづくり 
▪緑に関する普及啓発 

図 4-2 施策の体系図 
[⽤語の説明] 
※指定管理者制度︓公共施設の管理運営を地⽅公共団体の指定を受けた⺠間事業者等の指定管理者が管理を⾏う制度。 


